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第 52回（令和 2年度）公立大学協会図書館協議会拡大役員会・総会及び 

情報交換会の中止等について（通知） 

 

 5 月 4 日に政府の新型コロナウイルス感染症対策本部による「新型コロナウイルス感染症対

策の基本的対処方針」が改定され、引き続き全都道府県において、緊急事態措置を実施すべき

期間が 5 月 31 日まで延長されました。その後、5 月 14 日には 39 の県で緊急事態宣言の解除

が表明されましたが、一方で、東京など残る 8都道府県で宣言が維持されたままであります。 

このような社会情勢から今後変化が見られ、全ての地域で緊急事態宣言が解除された場合で

あっても、感染拡大を防止する取り組みを維持する必要があることを踏まえ、6 月 12 日（金）

に予定していた第 52回（令和 2年度）公立大学協会図書館協議会拡大役員会・総会及び情報交

換会を中止とさせていただきます。 

この対応につきまして、加盟館の皆様には、何卒御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 また、今後、拡大役員会並びに、総会をどのような形で行うか、決まり次第お知らせいたし

ます。 
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